
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続における外国生命保険の取扱い 

Ｑ：相続において、外国の生命保険の取扱

いが変わったそうですが、どのようになった

のですか？  

 

Ａ：外国生命保険も国内の生命保険同様、

みなし相続財産となり、相続税の対象になる

こととなりました。 

【解説】 

相続税法では、相続又は遺贈により取得し

た財産のほか、実質的にこれらの財産と同様

の経済的効果があるものについては、相続又

は遺贈により取得したものとみなして(みな

し相続財産といいます)相続税を課すことと

なっています。 

生命保険は、このみなし相続財産に該当す

るのですが、外国の生命保険については、こ

れまでみなし相続財産として扱われておらず、

所得税(一時所得)の対象として取り扱われて

いました。 

また、外国に本店又は主たる事務所がある

保険会社と締結した保険契約に基づく生命保

険金は、国外財産となるとなっていたのです

が、国内に支店等がある外国保険会社と締結

した生命保険については国内財産として取り

扱われていました。 

そこで、これらの取扱いの明確化が図られ、

国内に営業所等がある生命保険会社に係る生

命保険金等は国内財産として、外国生命保険

については国外財産として扱われ、外国生命

保険についてもみなし相続財産とされること

となりました。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年  水曜日  月８  ２ 日 ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 3 4 0  

 

号 


